
1 改正の趣旨

　勇払集会所は、市営住宅の共同施設として整備されていますが、近年勇払集会所の利用が
ないことから、廃止を検討しています。
　それに伴い、勇払集会所の名称及び位置を定めた苫小牧市営住宅管理条例施行規則の一部を
改正します。

2 改正内容

　苫小牧市営住宅管理条例施行規則改正（案）

　別表３（第37条関係） 　別表３（第37条関係）

（２）集会所 （２）集会所

名称 位置 名称 位置
青葉大成地区集会所 苫小牧市青葉町２丁目１番１０号 青葉大成地区集会所 苫小牧市青葉町２丁目１番１０号

光洋町集会所 苫小牧市光洋町３丁目１２番９号 光洋町集会所 苫小牧市光洋町３丁目１２番９号

末広町集会所 苫小牧市末広町１丁目２番２２号 末広町集会所 苫小牧市末広町１丁目２番２２号

明徳団地集会所 苫小牧市明徳町４丁目３番２９号 明徳団地集会所 苫小牧市明徳町４丁目３番２９号

日新町集会所 苫小牧市日新町４丁目４番６号 日新町集会所 苫小牧市日新町４丁目４番６号

山手改良住宅集会所 苫小牧市山手町２丁目９番１号 山手改良住宅集会所 苫小牧市山手町２丁目９番１号

勇払集会所 苫小牧市字勇払１３２番地

3 施行期日（予定）

平成３０年４月１日

改正前改正後

苫小牧市営住宅管理条例施行規則の一部改正（案）について


